
千葉市地域自立支援協議会の体制

　

　

・相談支援事業所間での連携体制の構築 ・研修会の実施（障害福祉サービス制度・法改正など）

・事例検討（困難ケースの事例検討）

・地域の相談支援体制の開発、改善（事業所間での相談支援の作成状況の把握等）

・その他計画相談支援等に係ること

全体会
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○全体会
協議内容
各部会の協議内容＋各部会の進捗状況報告等

事務局
障害福祉サービス課

開催時期（原則）

○運営事務局会議
協議内容
地域部会の内容＋地域・専門部会の進捗管理、協議会

の運営補助等

事務局
障害福祉サービス課

開催時期（原則）

○地域部会
協議内容
ア 相談支援に関すること

イ 地域の関係機関との連携体制の構築に関すること

ウ 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること

エ 地域の社会資源の開発、改善に関すること

オ 地域の課題の対応に関すること

カ 前号に掲げるもののほか必要な事項

事務局

各相談支援事業者に委託

中央・美浜 ⇒ 地域活動支援センターまるめろ

花見川・稲毛 ⇒ 地域活動支援センターふらる

若葉・緑 ⇒ 中野学園

開催時期（原則）

中央・美浜 ⇒ 偶数月の第３火曜日（午後）

花見川・稲毛⇒ 偶数月の第４木曜日（午後）

若葉・緑 ⇒ 偶数月の第３水曜日（午前）

※ 意見交換会については、２月に１回以上

○医療的ケア児等支援部会

協議内容
医療的ケア児の支援に関する課題に関すること

医療的ケア児の支援体制の構築に向けた検討・調整

などに関すること

事務局
障害福祉サービス課


